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（証券コード　8917）

平成19年１月11日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市東難波町五丁目６番９号

フ ァ ー ス ト 住 建 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 中 島 雄 司

第８回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
　さて、当社第８回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、後記の参考書類をご検討くださいまして、お手数ながら同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成19年１月25日（木曜日）

午後５時30分までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申しあげ

ます。

敬　具

記

１．日　　　時 平成19年１月26日（金曜日）午前10時
２．場　　　所 兵庫県尼崎市昭和通二丁目６番68号
 尼崎市中小企業センター　４階　第401会議室
 （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 第８期（平成17年11月１日から平成18年10月31日まで）事業
報告の内容および計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 第８期剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役４名選任の件
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第５号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

以　上


◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

◎事業報告、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.f-juken.co.jp）に掲載さ

せていただきます。
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添付書類

事　業　報　告

（平成17年11月１日から
平成18年10月31日まで）

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景として景気は

回復を続けており、企業部門の好調さが家計部門へ波及することで個人消

費も緩やかに増加する傾向にありました。しかしながら、原油価格の高騰

や素材価格の上昇は、中小企業にとって収益を圧迫する要因となっており、

また金利の上昇や税制改革の動向など、先行きに不透明な要素も含まれて

おります。

不動産業界におきましては、地価の上昇がより鮮明に表れており、分譲

用地の仕入における競争は依然として激しい状況にありました。また、原

油、素材価格の上昇からくる資材価格の上昇もあり、個人消費の回復が限

定的な中、これらによるコスト上昇を販売価格に完全に転嫁することは困

難で、収益を圧迫する要因となっておりました。一方、販売面におきまし

ては、地価の上昇や、ゼロ金利政策の解除などによる金利の上昇に対する

懸念から、住宅需要の顕在化が進展し、堅調に推移いたしております。

このような環境の中で、当社は事業の拡大を継続していくために戸建住

宅の分譲棟数を増加させ、近畿圏におけるシェア・アップを図ってまいり

ました。また、収益性を確保し健全な経営を行っていくことに努めてまい

りました。具体的には、平成17年11月に開発事業部を新設し、従来当社が

手掛けることの少なかった開発を伴う多棟現場を、仕入から販売まで一貫

してプロデュースすることにより、新たな事業エリアの拡大を進めてまい

りました。更に、平成18年１月に京都東支店（京都市山科区）および枚方

支店（大阪府枚方市）を開設し、また平成18年６月には姫路支店（兵庫県

姫路市）を開設いたしております。これにより、京都府下における当社の

営業拠点は２支店となり、隣接する滋賀県や奈良県への分譲棟数拡大に貢

献いたしております。一方、収益性を確保するためには、お客様のニーズ

を的確に捉えた魅力ある商品を企画し、提供していくことが重要であると
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考え、平成17年11月に工事部商品開発課を新設いたしております。

この結果、当事業年度における業績は、売上高432億58百万円（前事業年

度比 23.6%増）、経常利益44億６百万円（同 11.3%増）、当期純利益26億

７百万円（同 10.9%増）となりました。

②　設備投資の状況

当事業年度におきましては、総額で１億92百万円の設備投資を行ってお

ります。その主なものは、本社駐車場用地の取得85百万円、枚方支店駐車

場用地の取得35百万円、基幹システムの取得12百万円であります。なお、

当事業年度は新たに京都東支店、枚方支店および姫路支店を開設いたして

おりますが、いずれの店舗も賃借物件であります。

③　資金調達の状況

当事業年度の事業拡大に伴う土地仕入資金需要の増加は、主として金融

機関からの借入金によりまかなっております。当事業年度末における短期

借入金は49億73百万円増加し、115億55百万円となっております。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得の状況

当社は、平成18年７月19日付でファーストウッド株式会社の第三者割当

増資を引受け、同社発行済株式の13.3％を取得いたしました。

⑦　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

第５期
 

(平成15年10月期)

第６期
 

(平成16年10月期)

第７期
 

(平成17年10月期)

第８期
(当事業年度)

(平成18年10月期)

売 上 高 (千円) 24,875,093 35,188,965 34,991,212 43,258,915

経 常 利 益 (千円) 2,566,867 4,448,120 3,960,527 4,406,522

当 期 純 利 益 (千円) 1,474,465 2,573,415 2,349,977 2,607,078

１株当たり当期純利益 205円16銭 158円69銭 138円05銭 154円27銭

総 資 産 (千円) 12,871,305 18,199,244 21,681,732 30,293,278

純 資 産 (千円) 3,477,514 7,744,553 9,751,816 11,919,401

１株当たり純資産額 432円56銭 456円99銭 576円03銭 705円30銭

(注)１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出し、１株当たり純

資産額は期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、期中平均発行済株

式総数と期末発行済株式総数は、自己株式数を控除しております。

２．平成16年６月21日付をもって普通株式１株を２株に分割いたしました。なお、第６

期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しており

ます。

３．第６期において純資産が増加した理由は、当期純利益が大幅に増加したことおよび

平成16年９月28日を払込期日とする公募増資により、18億71百万円の資金調達を

行ったことによります。

４．第７期は、不動産市況が変化し土地仕入価格が上昇したこと等により収益性が低下

し、設立以来初の減収減益となりました。

５．第８期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

６．第８期は、戸建分譲事業の販売棟数拡大に取り組んだ結果、売上高が増加しており

ます。
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(3) 重要な親会社および子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社は設立より急速な発展を遂げてまいりましたが、今後も経営理念に基

づいた事業の拡大を継続していくためには、会社の成長に応じた人材の採用

ならびに育成が必要であると考えております。

特に当社の企画営業職は、販売をアウトソーシングする一方、緻密なマー

ケット調査、プロジェクトの立案、土地の仕入からプランニング、官公庁に

おける許認可の取得、契約と業務が多岐にわたるため、その育成は非常に重

要であります。また、工事部門では、施工は協力業者に分離発注する一方、

工程、品質、コスト、安全の４つを徹底して管理することに人的資源を集中

しておりますが、お客様にご満足していただける商品をつくり、事業を拡大

していくためには、これを適切に管理する人材を確保し、育成していくこと

が必要であります。

これに対し、人材の採用につきましては、長期的かつ安定的な人材確保を

目的として、平成16年４月から新卒者の定期採用を開始しており、当事業年

度におきましては29名が入社いたしました。更に、中途採用も継続して実施

し、即戦力となる人材の確保に努めております。育成面においては、オン・

ザ・ジョブ・トレーニングによる実務研修のほか、社内外の講師を招いた研

修会を定期的に開催し、法令等をはじめとする、業務に必要となる知識や技

能の教育を実施しており、また資格支援制度によって各種業務資格の取得を

促進しております。

今後も継続して、近畿圏において１年間に２～３店の新店舗を出店してい

くためには、その責任者の確保が特に重要であるため、人材の採用ならびに

育成を当社の最重要課題として対処してまいります。

(5) 主要な事業内容（平成18年10月31日現在）

建築工事設計施工

不動産の売買
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(6) 主要な営業所等（平成18年10月31日現在）

本　社 兵庫県尼崎市東難波町五丁目６番９号

支　店

加古川支店（兵庫県加古川市） 御 影 支 店（神戸市東灘区）

江 坂 支 店（大阪府吹田市） 西 宮 支 店（兵庫県西宮市）

福 島 支 店（大阪市福島区） 明 石 支 店（兵庫県明石市）

神 戸 支 店（神戸市中央区） 高 槻 支 店（大阪府高槻市）

守 口 支 店（大阪府守口市） 堺 支 店（堺 市 堺 区）

京都西支店（京都府向日市） 京都東支店（京都市山科区）

枚 方 支 店（大阪府枚方市） 姫 路 支 店（兵庫県姫路市）

(7) 使用人の状況（平成18年10月31日現在）

使用人数（前事業年度末比増減） 平均年齢（前事業年度） 平均勤続年数（前事業年度）

203名（＋50名） 31.2才（32.5才） ２年０ヶ月（１年８ヶ月）

(8) 主要な借入先の状況（平成18年10月31日現在）

（単位：千円）

借入先 借入金残高

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,241,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,794,000

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,567,000

株 式 会 社 四 国 銀 行 1,567,000

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 1,293,000

兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 902,000

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 669,000

信 金 中 央 金 庫 656,000

(9) 会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の状況

(1) 株式の状況（平成18年10月31日現在）

①　発行可能株式総数 　　　　　　　　　　 67,600,000株

②　発行済株式の総数 　　　　　　　　　　 16,900,000株

③　株主数　　　　　　　　　　　　　　　 　　　3,614名

④　発行済株式の総数の10分の１以上の数の株式を保有する大株主

株　　主　　名
当　社　へ　の　出　資　状　況

 持　株　数      出　資　比　率

中 島 雄 司 5,155,000株 30.5％

伏見管理サービス株式会社 1,800,000 10.7

(注) 出資比率は自己株式(263株)を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要事項　

当社が旧商法の規定に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであ

ります。

　平成16年１月29日開催の第５回定時株主総会決議による新株予約権

・新株予約権の数　　　　　　　950個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的である株式の数

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95,000株

・新株予約権の発行価額　　　　無償

・新株予約権の行使価額　　　　１個当たり221,500円

（１株当たり2,215円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり1,108円

(注) 平成16年６月21日付で１：２の株式分割を行っており、同日付で新株予

約権行使時の払込金額は調整されております。
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・新株予約権の権利行使期間　  平成18年１月30日から

 　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成23年１月29日まで

・新株予約権の行使の条件

ⅰ　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社また

は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由のある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続

保有を相当と認める場合はこの限りではない。

ⅱ　新株予約権の質入その他の処分は認めない。

ⅲ　当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」の

内容に抵触していないこと。

・新株予約権の保有の状況

新株予約権の数(個) 目的である株式の数(株) 保有者数(人)

取締役 400 40,000 2

監査役 30 3,000 1

当社使用人 520 52,000 29

(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成18年10月31日現在）

会社における地位 氏　名 担当および他の法人等の代表状況

代表取締役社長 中 島 雄 司

専 務 取 締 役 森 脇 利 典 工 事 部 長

取 締 役 牛 島 慎 吾 開 発 事 業 部 長

取 締 役 松 下 弘 和 管 理 部 長

常 勤 監 査 役 藤 本 智 章

監 査 役 田 村 一 美

田村一美公認会計士事務所所長

神 明 監 査 法 人 代 表 社 員

公 認 会 計 士

監 査 役 水 永 誠 二 弁 護 士

(注)１．常務取締役 伊丹千穂子氏は、平成18年８月31日に辞任により退任いたしました。

２．平成18年８月19日付の取締役会において、取締役 森脇利典氏は専務取締役に選任

され、平成18年９月１日付で就任いたしました。

３．監査役 田村一美氏および監査役 水永誠二氏は、社外監査役であります。
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②　取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区　分 支 給 人 員 支　給　額 摘　要

取　締　役 ５名 85,700千円  

監　査　役 ３名 10,800千円  

合　計 ８名 96,500千円  

(注)１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成13年４月６日開催の臨時株主総会において年額100,000

千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成13年４月６日開催の臨時株主総会において年額20,000

千円以内と決議いただいております。

４．支給額には、当事業年度に係る役員賞与の支払に対する引当金繰入額16,000千円

（取締役４名に対し14,500千円、監査役１名に対し1,500千円）が含まれておりま

す。

(4) 会計監査人の状況

イ．名称 　　　　　　　新日本監査法人

ロ．報酬等の額

支払額

当事業年度に係る報酬等の額 17,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭そ

の他の財産上の利益の合計額
17,183千円



（注）　この事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示して

おります。
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貸　借　対　照　表

（平成18年10月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

未成工事支出金

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

減価償却累計額

土 地

（ 無 形 固 定 資 産 ）

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

29,465,833

7,658,340

519

8,838,124

10,505,746

1,607,155

1,028

687,100

25,967

122,076

19,774

827,445

688,312

111,904

5,047

73,544

83,703

△114,226

528,338

23,707

23,296

411

115,424

40,000

691

12,177

32,975

29,580

流 動 負 債 18,291,679

支 払 手 形 1,781,150

支 払 信 託 806,170

工 事 未 払 金 2,518,764

短 期 借 入 金 11,555,000

未 払 金 48,322

未 払 費 用 115,137

未 払 法 人 税 等 1,073,265

未 払 消 費 税 等 23,231

前 受 金 222,353

預 り 金 128,666

役員賞与引当金 16,000

そ の 他 3,617

固 定 負 債 82,197

退職給付引当金 22,197

役員退職慰労引当金 60,000

負 債 合 計 18,373,876

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 11,919,401

資 本 金 1,584,000

資 本 剰 余 金 1,338,350

資 本 準 備 金 1,338,350

利 益 剰 余 金 8,997,646

利 益 準 備 金 5,400

その他利益剰余金 8,992,246

繰越利益剰余金 8,992,246

自 己 株 式 △595

純 資 産 合 計 11,919,401

資 産 合 計 30,293,278 負 債 ・ 純 資 産 合 計 30,293,278
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損　益　計　算　書

（平成17年11月１日から
平成18年10月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  43,258,915

売 上 原 価  36,317,508

売 上 総 利 益  6,941,407

販売費及び一般管理費  2,504,478

営 業 利 益  4,436,928

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 389  

安 全 協 力 会 費 収 受 金 30,885  

そ の 他 9,387 40,662

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 60,549  

そ の 他 10,519 71,068

経 常 利 益  4,406,522

税 引 前 当 期 純 利 益  4,406,522

法人税、住民税及び事業税  1,835,709

法 人 税 等 調 整 額  △36,265

当 期 純 利 益  2,607,078
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株主資本等変動計算書

（平成17年11月１日から
平成18年10月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越

利益

剰余金

平成17年10月31日
残高

1,584,000 1,338,350 1,338,350 5,400 6,824,661 6,830,061 △595 9,751,816 9,751,816

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △253,496 △253,496 － △253,496 △253,496

剰余金の配当
(中間配当額)

－ － － － △168,997 △168,997 － △168,997 △168,997

利益処分による
役員賞与

－ － － － △17,000 △17,000 － △17,000 △17,000

当期純利益 － － － － 2,607,078 2,607,078 － 2,607,078 2,607,078

事業年度中の変動額
合計

－ － － － 2,167,585 2,167,585 － 2,167,585 2,167,585

平成18年10月31日
残高

1,584,000 1,338,350 1,338,350 5,400 8,992,246 8,997,646 △595 11,919,401 11,919,401

－ 12 －



2006/12/25 10:54:43 ／ 06338500_ファースト住建株式会社_招集

（個別注記表）

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

その他有価証券

　時価のないもの････････････････移動平均法による原価法

②　たな卸資産

　販売用不動産、仕掛販売用不動産

　および未成工事支出金･･････････個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　建物（建物附属設備を除く。）･･定額法

　その他････････････････････････定率法

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　　建物　　　　　　　　11年～42年

　　　　　構築物　　　　　　　10年～40年

　　　　　車両運搬具　　　　　２年～６年

　　　　　工具器具備品　　　　２年～10年

②　無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）･･････社内における見込利用期間（５年）に基づく

定額法

(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を

計上することとしております。

②　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度にお

いて負担すべき額を計上しております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）（日

本公認会計士協会　会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法（期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法）により計算した当期末の退職給付債務に基づき計上

しております。
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④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

の100％相当額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。控除対象外消費税等は、固定資産に係るものは投資

その他の資産の「その他」に計上し５年間の均等償却を行っており、それ以外は発

生年度の期間費用としております。

(7) 当事業年度より、会社計算規則（法務省令第13号　平成18年２月７日）に基づいて、

計算書類を作成しております。

(8) 会計方針の変更

　　（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））および「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

　　（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。これにより、従来、株主総会

決議時に未処分利益の減少として会計処理していた役員賞与を、当事業年度から発生

時に費用処理しております。

なお、従来の方法と比較して、販売費及び一般管理費が16,000千円増加し、営業利

益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

　　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　企業会計基準第５号　平成17年12月９日）および「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、11,919,401千円であります。
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また、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、会社計算規則（法

務省令第13号　平成18年２月７日）により作成しております。

２．貸借対照表に関する注記

支払信託

当事業年度より、一部の仕入先等への支払方法に一括支払信託方式を導入しており

ます。

これにより、従来の方法と比較して、支払手形が806,170千円減少し、支払信託が

同額増加しております。

３．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

普通株式(株) 16,900,000 － － 16,900,000

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

普通株式(株) 263 － － 263

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ．平成18年１月27日開催の第７回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額　　　　　　　　253,496千円

・１株当たり配当金額　　　　　15円00銭

・基準日　　　　　　　　　　　平成17年10月31日

・効力発生日　　　　　　　　　平成18年１月27日

ロ．平成18年６月16日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額　　　　　　　　168,997千円

・１株当たり配当金額　　　　　10円00銭

・基準日　　　　　　　　　　　平成18年４月30日

・効力発生日　　　　　　　　　平成18年７月18日
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②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

平成19年１月26日開催の第８回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額　　　　　　　　168,997千円

・１株当たり配当金額　　　　　10円00銭

・基準日　　　　　　　　　　　平成18年10月31日

・効力発生日　　　　　　　　　平成19年１月29日

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

平成16年１月29日第５回定時株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 95,000株

新株予約権の残高 950個

(注) 権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

４．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

（流動資産）

　未払事業税否認 81,122千円

　未払費用否認 36,855千円

　その他 6,063千円

　　小計 124,041千円

（固定資産）

　退職給付引当金 8,528千円

　役員退職慰労引当金 24,414千円

　その他 32千円

　　小計 32,975千円

繰延税金資産計 157,017千円

繰延税金負債

　前払費用認定損 △1,965千円

繰延税金負債計 △1,965千円

繰延税金資産の純額 155,051千円
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５．リースにより使用する固定資産に関する注記

内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため、「リース

取引の会計処理及び開示に関する実務指針」（日本公認会計士協会　会計制度委員会　

平成６年１月18日）六.１(1)②の規定により記載を省略しております。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額　　　　　　　　705円30銭

(2) １株当たり当期純利益　　　　　　　154円27銭

７．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成18年12月22日

フ ァ ー ス ト 住 建 株 式 会 社

取締役会　御中

新日本監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 博 道 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 松 本 　 要 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 石 黒 一 裕 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ファースト住

建株式会社の平成17年11月１日から平成18年10月31日までの第８期事業年度の

計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその

附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計

算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成17年11月１日から平成18年10月31日までの第８期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと

おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室、その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その

他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第

１項及び第３項に定める体制について、その取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて

いる当該体制（内部統制システム）の内容を検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年

度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

これらに基づき当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

　なお、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」として会社計

算規則第159条各号に掲げる事項を適切に整備している旨の報告を受けました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

二　取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する取締役の職務遂行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成18年12月26日

ファースト住建株式会社　監査役会

常勤監査役 藤 本 智 章 

監　査　役 田 村 一 美 

監　査　役 水 永 誠 二 

（注）監査役　田村一美、監査役　水永誠二は、社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　第８期剰余金処分の件

　当期の剰余金の処分につきましては、将来の事業展開等を勘案して内部留

保に配慮するとともに、株主の皆様への安定的かつ業績に応じた配当を行う

基本方針から、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

　期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

　　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。

　　なお、この場合の配当総額は、168,997,370円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　　平成19年１月29日（月）といたしたいと存じます。

第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

(1) 会社法（平成17年法律第86号）ならびに会社法施行規則（平成18年法

務省令第12号）および会社計算規則（同第13号）が、平成18年５月１日

に施行されたこと等に伴い、以下の理由により、定款の変更をお諮りす

るものであります。

①　取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く旨の規定（変

更案第18条、第30条、第41条）

　　株券を発行する旨の規定（変更案第７条）

　　株主名簿管理人を置く旨の規定（変更案第９条）

　上記の各規定について新設または所要の変更を行うものであります。

②　単元未満株式の行使できる権利を明確に定めるものであります。（変

更案第８条）

③　インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い

株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主の

皆様にこれらを提供したものとみなされることから、情報開示の充実

に資するよう規定を新設するものであります。（変更案第14条）

④　取締役会を機動的に運営するため、書面または電磁的記録による決

議を可能とするよう新設するものであります。（変更案第26条）
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⑤　監査役および社外監査役が、職務の遂行にあたり期待された役割を

充分に発揮できるよう、監査役の責任免除および社外監査役との責任

限定契約の締結を可能とするために新設するものであります。（変更

案第40条）

⑥　機動的な剰余金の配当を可能とするため、取締役会において剰余金

の配当等を決議する旨を定めるものであります。（変更案第46条）

⑦　上記のほか、会社法に基づく株式会社として必要な規定の加除・修

正および移設など、全般に亘って所要の変更を行うものであります。

(2) 効率的な公告方法として電子公告を採用するものであります。（変更

案第４条）

(3) 取締役の経営責任を明確化するため、その任期を２年から１年に変更

を行うものであります。（変更案第21条）

(4) 取締役会および監査役会に関する事項は、取締役会規程または監査役

会規程に基づく旨を明確に定めるものであります。（変更案第28条、第

38条）

(5) 上記の各変更に伴う条数の変更を行うものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

第１章　　総則 第１章　　総則

（商号） （商号）

第１条　当会社は、ファースト住建株式会

社と称し英文では、First Juken

Co., Ltd.と表示する。

第１条　　　（現行どおり）

（目的） （目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。

第２条　　　（現行どおり）

１．建築工事の設計、施工並びにコ

ンサルティング

２．不動産の売買、仲介、斡旋、賃

貸並びに管理

３．上記各号に附帯する一切の業務
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現 行 定 款 変 更 案

（本店の所在地） （本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を兵庫県尼崎市に

置く。

第３条　　　（現行どおり）

（公告の方法） （公告方法）

第４条　当会社の公告は、日本経済新聞に

掲載してする。

第４条　当会社の公告は、電子公告により

行う。

（新設） ②　やむを得ない事由により、電子公

告によることができない場合は、

日本経済新聞に掲載する方法によ

り行う。

第２章　　株式 第２章　　株式

（発行する株式の総数） （発行可能株式総数）

第５条　当会社の発行する株式の総数は、

67,600,000株とする。

第５条　当会社の発行可能株式総数は、

67,600,000株とする。  

（１単元の株式の数） （単元株式数）

第６条　当会社の１単元の株式数は、100株

とする。

第６条　当会社の単元株式数は、100株とす

る。

（１単元の株式の数未満の株券）

第７条　当会社は、１単元の株式の数に満

たない株式に係る株券を発行しな

い。

（削除）

（株券の発行）

（新設） 第７条　当会社は株式に係る株券を発行す

る。

②　前項の規定にかかわらず、当会社

は単元未満株式に係る株券を発行

しないことができる。

（自己株式の取得）

第８条　当会社は、商法第211条ノ３第１項

第２号の規定に基づき、取締役会

の決議をもって自己株式を取得す

ることができる。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（単元未満株式についての権利の制限）

（新設） 第８条　当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元

未満株式について、次に掲げる権

利以外の権利を行使することがで

きない。

１．会社法第189条第２項各号に掲げ

る権利

２．取得請求権付株式の取得を請求

する権利

３．募集株式または募集新株予約権

の割当てを受ける権利

（名義書換代理人） （株主名簿管理人）

第９条　当会社は、株式につき名義書換代

理人を置く。

第９条　当会社は、株主名簿管理人を置

く。

②　名義書換代理人（実質株主名簿を

含む。以下同じ）およびその事務

取扱場所は、取締役会の決議によ

り選定する。

②　株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議により

選定し、公告する。

③　当会社の株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ）および株券喪

失登録簿は、名義書換代理人の事

務取扱場所に備え置き、株式の名

義書換、実質株主通知の受理、実

質株主名簿の作成、株券の交付、

株券喪失登録、単元未満株式の買

取りその他株式に関する事務は名

義書換代理人に取扱わせ、当会社

においては、これを取扱わない。

③　当会社の株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ。）、株券喪失

登録簿および新株予約権原簿は、

株主名簿管理人の事務取扱場所に

備え置き、株主名簿、株券喪失登

録簿および新株予約権原簿への記

載または記録、単元未満株式の買

取りその他株式並びに新株予約権

に関する事務は株主名簿管理人に

取扱わせ、当会社においては取扱

わない。
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現 行 定 款 変 更 案

（株式取扱規程） （株式取扱規程）

第10条　当会社の株券の種類、株式の名義

書換、実質株主通知の受理、実質

株主名簿の作成、株券の交付、株

券喪失登録、単元未満株式の買取

りその他株に関する取扱いおよび

手数料は、取締役会で定める株式

取扱規程による。

第10条　当会社が発行する株券の種類並び

に株主名簿、株券喪失登録簿およ

び新株予約権原簿への記載または

記録、単元未満株式の買取り、そ

の他株式または新株予約権に関す

る取扱いおよび手数料は、法令ま

たは定款に定めるもののほか、取

締役会において定める株式取扱規

程による。

（基準日）

第11条　当会社は、毎決算期日の最終の株

主名簿に記載または記録された株

主（実質株主を含む。以下同じ）

をもって、その決算期に関する定

時株主総会において権利を行使す

べき株主とする。

（削除）

②　前項、その他定款に別段の定めが

ある場合を除き、必要ある場合に

は、取締役会の決議により、あら

かじめ公告して臨時に基準日を定

めることができる。

第３章　　株主総会 第３章　　株主総会

（招集時期） （招集）

第12条　当会社の定時株主総会は、毎決算

期日の翌日から３ヶ月以内に招集

し、臨時株主総会は、必要に応じ

て随時これを招集する。

第11条　定時株主総会は毎年１月に招集

し、臨時株主総会は、必要がある

場合に招集する。

（定時株主総会の基準日）

（新設） 第12条　当会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年10月31日とする。
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現 行 定 款 変 更 案

（招集者および議長） （招集権者および議長）

第13条　株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役会の決議

に基づき、取締役社長が招集し、

その議長となる。

第13条　株主総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役会の決議

によって、取締役社長が招集す

る。取締役社長に事故があるとき

は、あらかじめ取締役会において

定めた順序により、他の取締役が

招集する。

②　取締役社長に事故あるときは、取

締役会においてあらかじめ定めた

順序により、他の取締役がこれに

あたる。

②　株主総会においては、取締役社長

が議長となる。取締役社長に事故

があるときは、あらかじめ取締役

会において定めた順序により、他

の取締役が議長となる。

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供）

（新設） 第14条　当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類および連結計算書類

に記載または表示をすべき事項に

係る情報を、法務省令に定めると

ころに従いインターネットを利用

する方法で開示することにより、

株主に対して提供したものとみな

すことができる。

（議決権の代理行使）

（新設） 第15条　株主は、当会社の議決権を有する

他の株主１名を代理人として、議

決権を行使することができる。

②　前項の場合には、株主または代理

人は、代理権を証明する書面を、

株主総会毎に提出しなければなら

ない。
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現 行 定 款 変 更 案

（決議の方法） （決議の方法）

第14条　株主総会の決議は、法令または定

款に別段の定めがある場合を除

き、出席した株主の議決権の過半

数で行う。

第16条　株主総会の決議は、法令または定

款に別段の定めがある場合を除

き、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数

をもって行う。

②　商法第343条の規定によるべき決議

は、総株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上で行う。

②　会社法第309条第２項の定めによる

べき決議は、定款に別段の定めが

ある場合を除き、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上を

もって行う。

（議決権の代理行使）

第15条　株主は、当会社の議決権を有する

他の株主を代理人として、その議

決権を行使することができる。

（削除）

②　前項の株主または代理人は、代理

権を証する書面を株主総会毎に提

出しなければならない。

（議事録） （議事録）

第16条　株主総会の議事録は、議事の経過

の要領およびその結果を記載し、

議長並びに出席した取締役がこれ

に記名押印する。

第17条　株主総会における議事について

は、法令で定めるところにより、

議事録を作成する。

②　株主総会の議事録は、その原本を

決議の日から10年間本店に備え置

き、その謄本を５年間支店に備え

置く。

（削除）

第４章　　取締役および取締役会 第４章　　取締役および取締役会

（取締役会の設置）

（新設） 第18条　当会社は取締役会を置く。

（取締役の員数） （取締役の員数）

第17条　当会社の取締役は、５名以内とす

る。

第19条　　　（現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案

（取締役の選任方法） （取締役の選任）

第18条　当会社の取締役は、株主総会にお

いて選任する。

第20条　取締役は、株主総会の決議によっ

て選任する。

②　取締役の選任は、総株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数で行

う。

②　取締役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。

③　取締役の選任については、累積投

票によらない。

③　取締役の選任は、累積投票によら

ない。

（取締役の任期） （取締役の任期）

第19条　取締役の任期は、就任後２年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時までとする。

第21条　取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する最終の事業年度に関す

る定時株主総会終結の時までとす

る。

②　増員または補欠として選任された

取締役の任期は、他の現任取締役

の残任期間と同一とする。

（削除）

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）

第20条　当会社は、取締役会の決議によ

り、代表取締役を選任する。

第22条　当会社は、取締役会の決議によっ

て、代表取締役を選定する。

（新設） ②　代表取締役は会社を代表し、会社

の業務を執行する。

②　取締役会の決議により、取締役の

中から取締役社長１名を選任し、

必要に応じて取締役副社長、専務

取締役および常務取締役各若干名

を選任することができる。

③　取締役会は、その決議によって、

取締役社長１名を選定し、取締役

副社長、専務取締役および常務取

締役各若干名を選定することがで

きる。

（取締役会の招集者および議長） （取締役会の招集権者および議長）

第21条　取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役社長が招

集し、その議長となる。

第23条　取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役社長が招

集し、議長となる。取締役社長に

事故があるときは、あらかじめ取

締役会において定めた順序によ

り、他の取締役が招集し、議長と

なる。
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②　取締役社長に事故あるときは、取

締役会においてあらかじめ定めた

順序により、他の取締役がこれに

あたる。

（削除）

（取締役会の招集手続） （取締役会の招集通知）

第22条　取締役会の招集通知は、各取締役

および各監査役に対し、会日の３

日前までに発する。

ただし、緊急の必要があるとき

は、この期間を短縮することがで

きる。

第24条　取締役会の招集通知は、各取締役

および各監査役に対し、会日の３

日前までに発する。ただし、緊急

の場合には、この期間を短縮する

ことができる。

（取締役会の決議方法） （取締役会の決議の方法）

第23条　取締役会の決議は、取締役の過半

数が出席し、出席した取締役の過

半数で行う。

第25条　取締役会の決議は、議決に加わる

ことができる取締役の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。

（取締役会の決議の省略）

（新設） 第26条　当会社は取締役の全員が取締役会

の決議事項について書面または電

磁的記録により同意したときは、

当該決議事項を可決する旨の取締

役会の決議があったものとみな

す。ただし、監査役が異議を述べ

たときはこの限りでない。

（取締役会の議事録） （取締役会の議事録）

第24条　取締役会の議事録は、議事の経過

の要領およびその結果を記載し、

議長並びに出席した取締役および

監査役がこれに記名押印する。

第27条　取締役会における議事の経過の要

領およびその結果並びにその他法

令に定める事項は、議事録に記載

または記録し、出席した取締役お

よび監査役がこれに記名押印また

は電子署名する。

②　取締役会の議事録は、決議の日か

ら10年間本店に備え置く。

（削除）
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（取締役会規程）

（新設） 第28条　取締役会に関する事項は、法令ま

たは定款に定めるもののほか、取

締役会において定める取締役規程

による。

（取締役の報酬） （取締役の報酬等）

第25条　取締役の報酬および退職慰労金

は、株主総会において定める。

第29条　取締役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。

第５章　　監査役および監査役会 第５章　　監査役および監査役会

（監査役および監査役会の設置）

（新設） 第30条　当会社は監査役および監査役会を

置く。

（監査役の員数） （監査役の員数）

第26条　当会社の監査役は、５名以内とす

る。

第31条　　　（現行どおり）

（監査役の選任方法） （監査役の選任）

第27条　当会社の監査役は、株主総会にお

いて選任する。

第32条　監査役は、株主総会の決議によっ

て選任する。

②　監査役の選任は、総株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数で行

う。

②　監査役の選任決議は、議決権を行

使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。

（監査役の任期） （監査役の任期）

第28条　監査役の任期は、就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時までとする。

第33条　監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する最終の事業年度に関す

る定時株主総会終結の時までとす

る。

②　補欠として選任された監査役の任

期は、前任者の残任期間と同一と

する。

②　補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満

了する時までとする。
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（常勤監査役） （常勤監査役）

第29条　監査役は、その互選により常勤監

査役を定める。

第34条　監査役会は、監査役の中から常勤

の監査役を選定する。

（監査役会の招集手続） （監査役会の招集通知）

第30条　監査役会の召集通知は、各監査役

に対し、会日の３日前までに発す

る。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することが

できる。

第35条　監査役会の招集通知は、各監査役

に対し、会日の３日前までに発す

る。ただし、緊急の場合には、こ

の期間を短縮することができる。

（監査役会の決議方法） （監査役会の決議の方法）

第31条　監査役会の決議は、法令に別段の

定めがある場合を除き、監査役の

過半数をもって行う。

第36条　　　（現行どおり）

（監査役会の議事録） （監査役会の議事録）

第32条　監査役会の議事録は、議事の経過

の要領およびその結果を記載し、

出席した監査役がこれに記名押印

する。

第37条　監査役会における議事の経過の要

領およびその結果並びにその他法

令に定める事項は議事録に記載ま

たは記録し、出席した監査役がこ

れに記名押印または電子署名す

る。

（監査役会規程）

（新設） 第38条　監査役会に関する事項は、法令ま

たは定款に定めるもののほか、監

査役会において定める監査役会規

程による。

（監査役の報酬） （監査役の報酬等）

第33条　監査役の報酬および退職慰労金

は、株主総会において定める。

第39条　監査役の報酬等は、株主総会の決

議によって定める。

（監査役の責任免除）

（新設） 第40条　当会社は、取締役会の決議によっ

て、監査役（監査役であった者を

含む。）の会社法第423条第１項の

賠償責任について、法令に定める

要件に該当する場合には、賠償責

任額から法令に定める最低責任限

度額を控除して得た額を限度とし

て免除することができる。
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②　当会社は社外監査役との間で、会

社法第423条第１項の賠償責任につ

いて法令に定める要件に該当する

場合には、賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の

限度額は、法令の定める最低責任

限度額とする。

（新設） 第６章　　会計監査人

（会計監査人の設置）

（新設） 第41条　当会社は会計監査人を置く。

（会計監査人の選任）

（新設） 第42条　会計監査人は、株主総会の決議に

よって選任する。

（会計監査人の任期）

（新設） 第43条　会計監査人の任期は、選任後１年

以内に終了する最終の事業年度に

関する定時株主総会終結の時まで

とする。

②　会計監査人は前項の定時株主総会

において別段の決議がされなかっ

たときは、当該定時株主総会にお

いて再任されたものとみなす。

（会計監査人の報酬等）

（新設） 第44条　会計監査人の報酬等は、代表取締

役が監査役会の同意を得て定め

る。

第６章　　計算 第７章　　計算

（営業年度および決算期日） （事業年度）

第34条　当会社の営業年度は、毎年11月１

日から翌年10月31日までの年１期

とし、営業年度の末日を決算期日

とする。

第45条　当会社の事業年度は、毎年11月１

日から翌年10月31日までとする。
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（利益配当金） （剰余金の配当等）

第35条　当会社の利益配当金は、毎決算期

日の最終の株主名簿に記載または

記録された株主または登録質権者

に支払う。

第46条　当会社は、取締役会の決議によっ

て、会社法第459条第１項各号に掲

げる事項を定めることができる。

（新設） ②　当会社は、毎年４月30日または10

月31日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主または登録株

式質権者に対し、金銭による剰余

金の配当（以下「配当金」とい

う。）を行う。

（中間配当金）

第36条　当会社は、取締役会の決議によ

り、毎年４月30日の最終の株主名

簿に記載または記録された株主ま

たは登録質権者に対し、商法第293

条ノ５に定める金銭の分配（以下

中間配当金という）を行うことが

できる。

（削除）

（除斥期間） （配当金の除斥期間）

第37条　利益配当金および中間配当金が支

払開始の日から満３年を経過して

も受領されないときは、当会社は

その支払義務を免れる。

第47条　配当金が、支払開始の日から満３

年を経過しても受領されないとき

は、当会社はその支払義務を免れ

る。

（新設） ②　未払いの配当金には利息はつけな

い。
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第３号議案　取締役４名選任の件

　本総会第２号議案が承認され取締役の任期が１年となることを条件として、

取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。つ

きましては取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生  年  月  日）

略歴、当社における地位、担当
（ 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１
中 島 雄 司

（昭和32年６月８日生）

昭和60年４月 飯田建設工業株式会社

（現 一建設株式会社）入

社

平成11年７月 当社取締役就任

平成12年３月 当社代表取締役就任

平成12年10月 当社代表取締役社長就任

（現在に至る）

5,155,000株

２
森 脇 利 典

（昭和37年４月４日生）

平成３年４月 有限会社三晃丸入社

平成12年４月 当社入社

平成13年４月 当社取締役工事部長就任

平成18年９月 当社専務取締役工事部長

就任

（現在に至る）

270,000株

３
牛 島 慎 吾

（昭和36年７月４日生）

平成６年９月 株式会社ライフ住宅入社

平成12年10月 当社入社

平成13年８月 当社取締役企画営業部長

就任

平成17年11月 当社取締役開発事業部長

就任

（現在に至る）

300,000株

４
松 下 弘 和

（昭和35年１月16日生）

昭和57年４月 ミノルタカメラ株式会社

（現 コニカミノルタホー

ルディングス株式会社）

入社

平成13年５月 スキルインフォメーショ

ンズ株式会社入社

平成15年８月 当社入社

平成16年７月 当社管理部広報ＩＲ課長

平成18年１月 当社取締役管理部長就任

（現在に至る）

400株

（注）　各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 33 －



2006/12/25 10:54:43 ／ 06338500_ファースト住建株式会社_招集

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　平成18年８月31日をもって取締役を辞任により退任されました伊丹千穂子

氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当

額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたく存じます。

　なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役在任期間分につい

ては取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にご一任願いた

いと存じます。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏　　名 略　　　　歴

伊 丹 千 穂 子

平成11年７月　当社取締役

平成13年４月　当社監査役

平成14年１月　当社取締役

平成14年２月　当社常務取締役

平成18年８月　辞任により退任

第５号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件

　現在の取締役および監査役の報酬額は、平成13年４月６日開催の臨時株主

総会において、取締役については年額１億円以内、監査役については年額２

千万円以内とご承認いただき、今日に至っておりますが、その後の経済情勢

の変化および今般の退職慰労金制度の廃止など諸般の事情を考慮いたしまし

て、取締役の報酬額を年額１億５千万円以内、監査役の報酬額を年額２千５

百万円以内と改定させていただきたいと存じます。

　なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与

は含まないものといたしたいと存じます。

　また、現在の取締役の員数は４名であり、監査役の員数は３名であります。

　なお、第３号議案が原案どおり承認されますと、取締役の員数は４名とな

ります。

以　上
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